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午後１時３０分開会 

○委員長（清水  寛） それでは、定刻になりまし

たので、ただいまから建設経済委員会を開会いたし

ます。 

 本日は、傍聴たくさん来ていただき、ありがとう

ございます。 

 委員会については、複数の方から傍聴希望があり、

これを許可してますので、ご了承願います。 

 本日、１月１７日は、阪神大震災から２７年目と

なりました。災害は、いつ何どきに起こるのか分か

りません。お亡くなりになった方々に哀悼の意をさ

さげるとともに、この教訓を胸に刻み、災害への備

えを忘れることなく、持続可能なまちとするために、

将来に目を向けて取り組まなければならないと改

めて今朝思いました。 

 それでは、今日、開会、進めていくに当たりまし

て、ここまでの経緯をご説明したいと思います。着

座にて説明させていただきます。 

 本日の委員会は、第１５５号議案、豊岡市給水条

例の一部を改正する条例制定についてになります。

この議案は、水道料金の改定を行うための議案です。

附則として、条例の規定では、令和４年４月１日施

行、また、経過措置を定めることとされています。 

 今日ここに至った経緯です。まず、令和２年３月

議会において、本来は、２０２１年度から５年間の

料金算定期間であったということですが、コロナ禍

により検討を１年先送りし、２０２２年度から５年

間に再設定をして行うということで提案されまし

た。４月２６日に前中貝市長の下で、市より豊岡市

公営企業審議会に対して諮問され、８回、その後審

議をされて、９月３０日に市のほうに答申を受けた

ということになっております。 

 １０月２６日に改選前の議員に対して、議員説明

会が開催され、また１１月１日に改選後の新しい議

員に対し、そして、１１月１６日に全員協議会が開

催されます。あわせて、１１月の初旬より市民説明

会が開催されるということで、１１月の１日に出石

で３名、１１月２日に城崎で１１名、８日、日高で

１１名、９日、但東で３２名、１０日、竹野で１９

名、１１日、豊岡１１名の参加者がありました。 

 また、１１月の１日から１５日までパブリックコ

メントが実施されまして、５名の方から７件の意見

が出されております。ちなみにパブリックコメント

については、既に終了をしております。 

 議会に対しましては、各団体から要望書が出され

ておりまして、１１月末から１２月中旬にかけて、

延期に関する要望書として、城崎温泉旅館協同組合、

日高神鍋観光協会、竹野町旅館組合、たけの観光協

会の４団体から出されております。 

 １２月３日から２５日間の日程で、１２月議会が

開催されまして、１２月２７日に閉会をしておりま

す。この１２月議会の中で、この上程されました議

案に対して、関連してですけども、２２名の議員が

質問する中で、１３名が水道料金の値上げに関して

の質問を行っております。１２月の１７日に当建設

経済委員会におきまして、水道料金の一部改正につ

いては、答申でも、コロナ禍において、市民生活や

市内経済に大きな影響を受けていることを考慮し、

また動向を注視して、適切な改定時期とするように

検討をとありまして、あわせて、数団体からの要望

書もあるということで、十分な時間をかけて審査す

る必要があるということが全会一致で決まりまし

て、閉会中の継続審査として申し入れ、引き続き審

査をすることにして、本日の委員会開催に至ります。 

 それでは、本日の委員会に当たりましては、森垣

委員、米田委員から欠席届が提出されておりますの

で、ご了承願います。 

 また、説明補助員として、水道課、西田係長の出

席について申出があり、許可をしておりますので、

ご了承願います。 

 それでは、協議事項に移りたいと思います。 

 議案審査について、協議事項１番、議案審査につ

いて入ります。 

 本日の委員会は、１２月定例会において継続審査

となりました第１５５号議案、豊岡市給水条例の一

部を改正する条例制定についてを審査いたします。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁に当た

りましては、くれぐれも要点を押さえて、簡潔明瞭
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に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協力を

お願いいたします。 

 また、委員会での発言は、委員長の指名の後、発

言者名を名のって、マイクを使用してから行ってい

ただきますようにお願いをいたします。 

 あと、本日の委員会ですが、時間としては、予定

は１時間半ぐらいを予定しておりますので、そのこ

とをご了承ください。 

 それでは、第１５５号議案、豊岡市給水条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明につきましては、１２月の委員会にお

いて終えておりますので、省略したいと思います。 

 それでは、質疑に入ります。質疑はございません

か。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） お疲れさんです。皆さんお集

まりいただきまして、ありがとうございます。 

 取りあえず、何点か質問させていただいて、人の

いろんな意見を聞いて、また再質問もさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 先ほど、委員長からも言われましたように、昨年

９月３０日の豊岡市公営企業審議会答申を尊重し

て、本年４月から水道料金を改定し、１７．３％引

き上げる提案を昨年１２月議会で提案され、継続審

査となっております。 

 金額では、一般平均家庭、口径１３ミリ仕様、２

０立方メートルで５７２円、これは１０％の税込み

でありますけど、の値上げとなります。２０１１年、

平均１９．８％、これは、５％の税込みで３５７円

の料金改定を行ってから１０年経過しております。

本来なら、５年ごと、昨年度、２０２０年度に料金

改定審議会を諮問し、開くべきでしたが、コロナ禍

で経済が疲弊しているので、１年間先送りしたとの

ことであります。理由はもっともでありますけど、

一般市民や事業者に広報等で周知しておくべきだ

ったと思いますが、改めて、まず１点目の質問とさ

せていただきます。 

 ２点目は、市長、議長宛てに、先ほども委員長か

ら言われましたように、値上げ延期要望書が４団体

から、城崎温泉旅館協同組合、竹野町旅館組合、日

高神鍋観光協会、たけの観光協会、この４団体から

延期の要望、竹野でありましたら、海水浴シーズン

が終わるまでとか、そういうことも書いてあるとこ

ろもありますし、１年間というところもありました。

そして、現行料金維持の要望が２団体からも出てお

ります。これは出石皿そば協同組合等でありますけ

ど、出ております。この６団体からの要望を受けて、

当局として、それぞれの団体に回答されているのか

どうか、またされていないのなら、いつ頃予定して

るのか、現状も含め、速やかにされるべきと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 また、多くの市民からもあらゆるものが値上がり

している時期に生活に欠かすことのできない極め

て重要な水、その水道料金の値上げは、せめて半年

程度の延期をと望む声を多く聞きます。もちろん人

口減少に伴って、使用料収入が減少傾向にあり、施

設や管路の老朽化による交換、耐震化等、必要不可

欠であることを認識しつつ、また経営健全化からも

値上げは致し方ないと考えますが、このままだと、

５年間で１３．５億円の赤字、１年間で２．７億円、

この根拠をお知らせいただきたいと思います。 

 まず、２点お願いします。 

○委員長（清水  寛） 答弁願います。 

 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 失礼します。まず、広報

の関係ですけども、すみません、まず、昨年度、２

０２０年度に見送りをしたということについての

広報ですけども、変更するということ自身を広報し

ていない、以前から５年ごとにということではお伝

えしているところかと思いますけども、その年にさ

せていただくという形での広報としては控えさせ

ていただいたということです。（「要望への回答は」

と呼ぶ者あり） 

 それと、要望書への回答の分です。６団体のうち

１団体、全日本年金者組合但馬支部のほうへは回答

は済まさせていただいております。これにつきまし
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ては、回答期限ということで指定がございましたの

で、回答をさせていただいております。なお、回答

内容につきましては、継続審査になったという形で

回答させていただいております。その他の団体につ

きましては、今現在、審査中ということで、回答の

ほうは控えさせていただいているという状況でご

ざいます。（「もう一つ」「もう一つ、半年程度の

延期のその根拠は」と呼ぶ者あり） 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 値上げの１３．５億円

の根拠でございますが、まず、５年間の水道料金で

賄うべき費用が、そちらが現行料金水準に対して８

億円不足する見込みとなっています。その分と、企

業債償還用の資金確保のために、資産維持費を額に

して５．５億円計上をしたものの合計が１３．５億

円ということになっております。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 年金者組合但馬支部には期限

付ということで回答させていただいたということ

をお聞きしたんですけど、それ以外の５団体につい

ても、継続審査中とか、何らかの現状報告をすべき

だと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。

どうでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） まず、広報のほうで継続

審査となったということでは上げさせていただく

ようにさせていただいております。市広報です。 

 それと、各団体の回答につきましては、本日を受

けてからのほうがよいだろうということで、本日の

結果を受けて、回答のほうを検討させていただきた

いというふうに考えております。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） そのようにぜひお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、企業債の件をちょっとお聞きいたした

いと思うんですけど、現在、企業債が１００億円超

ぐらいの企業債が残っておると思います。その企業

債の中の利率です。特に比重を聞いたのは年率なん

ですけど、４．７５％という、とても今では考えら

れないような利率の返済をされている企業債が何

点が見受けられます。そして、一番安いとこでいえ

ば、０．００３％、０．００３％です。高いとこで

いったら４．７５％の利率であります。そして、昨

年度に払われた利息ですけど、１億９，４９１万９，

０００円、この利率からしても、この利息合計１億

９，４９１万９，０００円、この大きな金額を繰上

償還をするなりして、この利息を減らすことも、い

ろんな人件費も減らすことも当然いろんなことで

考えておかなければなりませんけど、この大きな利

息の返済を、ああ、返済って、利率のやつを繰上償

還して、安い利率にすることもぜひ検討していただ

きたいと思いますけど、この高い利率が安い利率に

繰上償還できないという、そういう理由があれば、

お聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） おっしゃいますとおり、

高い利率で４．７５％があります。水道事業で借り

入れていますのが、ほとんどが国のいわゆる公的資

金というやつでございまして、補償金免除の繰上償

還につきましては、その国の制度自体が今ありませ

んので、こちらから返しますということができない

企業債になってます。ちなみに１０年ぐらい前には

５％以上のものについては繰上償還を認めるとい

うことで、国のほうで決めていただきましたので、

そのときには繰上償還をしましたが、５％未満につ

いては、今は繰上償還の対象というか、制度的には

認めていただいてないということで、どうしても残

ってるということになります。以上です。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） ５％以上はもう繰上償還とい

うことでやられたということを今お聞きしました

けど、この４％台、まだまだ、まだまだ３％台もい

っぱいありますんで、最近でこそ、今言いました０．

００３％とか、安い利率があったり、０．０１％と

か、０．０３％とか、非常に安い利率の企業債、機

構債とか、縁故債とか政府債、いろいろとあるんで

すけど、そういうこともありますんで、繰上償還が

５％以下はなかなか、政府債についてはできないと
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かいうことをお聞きしたんですけど、これは、要望

や何かは県を通じてでもされてるんでしょうか、ど

うでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 高い利率の分の繰上償

還というのは、豊岡市としては特に要望はしており

ませんが、水道事業全体としては、そういった項目

の、あとちょっと定かではないですけど、豊岡市と

しては今はしていません。以上です。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） ぜひ豊岡市としても、県を通

じてでも繰上償還をしていただくように、この高い

利率をいつまでも払い続けているいうのはどうか

と思いますんでね。これかなり、先ほど言いました、

１年間で１億九千何百万円の利率ですから、その分

でもかなり大きいと思いますんで、少しでもこの利

率が安いやつに繰上償還をぜひやっていただくよ

うに、県を通じてでも要望をしていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしときます。 

 取りあえず、以上で。 

○委員長（清水  寛） ほかありませんか。 

 石田委員。 

○委員（石田  清） 先ほどの高い利率の部分なん

ですけども、それは政府資金ですか。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 政府資金と、あと地方

公共団体……。すみません、正式名称忘れましたけ

ど、機構で、そういった公的資金を公共団体用に貸

し出す機構という組織、団体がありまして、こちら

の中の資金と、この二通りです。以上です。 

○委員（石田  清） 分かりました。 

○委員長（清水  寛） ほかにありませんか。 

 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） 水道法等で３年から５年の見

直しとあるんですけれども、今回の値上げで５年後

の見直しの見込みっていうのはいかがお考えでし

ょうか。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） ５年後に、今現在、５

年ごとに次の５年間の料金水準を検討するという

ことで決めておりまして、次の５年につきましては、

また５年後に検討するということになりますので、

実際のところはまだ分からないというのが状況で

ございます。以上です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） 今の料金でいくと、５年後は

大丈夫だろうという考えの下、算出されてるという

考えで間違いないでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 今回の料金につきまし

ては、来年度からの５年間の必要な料金ということ

で算定をしていますので、その次の５年について考

えているわけではございませんので、まだ、次の５

年については、どうなるかというのは分からない状

況でございます。以上です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） 人口減少が伴って水道料金の

値上げがあるかなと思いますので、５年後も同じ状

況というのはちょっとあり得ないと思うので、しっ

かりその点を考えて、料金の制定というのをしてい

ただきたいなと思います。 

 それに続いてなんですけれども、８億円の経費が

さらに上乗せされると思うんですけど、その内訳と

いうか、を教えていただけないでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 財源が不足しています

のが、水道料金で賄う必要のある費用に対し、現行

水準ではその収入が８億円不足しているというも

のでございまして、損益取引に係ります電気料金や

施設の維持管理的な費用、人件費、減価償却費、支

払い利息などの合計でございます。以上です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） すみません、もう一度ゆっく

りよろしいでしょうか、すみません。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） まず、施設の維持管理

的な費用ですとか、電気料金は、施設を動かす動力

費、それですとか、人件費、減価償却費、支払い利
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息等でございますが、まず、損益上の費用と言われ

るものですが、いわゆる投資、建設改良や企業債償

還以外、その分は含めない、収益的収支の水道事業

の費用ということでございますので、この決算書や

予算書等にも載ってますので、詳しくはそちらのほ

うをご覧いただけたらと思います。以上です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） ありがとうございます。 

 今回の一般家庭で５７２円上がるということな

んですけれども、全体の何％に相当するのかをちょ

っとお聞かせ願います。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） まず、５７２円といい

ますと、メーター口径１３ミリで、使用水量一月２

０立方メートルをご使用の方が５７２円上がると

いうものですけども、まず、一般家庭で一番多く利

用されていますのが、メーター口径が１３ミリでし

て、全体の約８６％を占めております。そのうち、

ピンポイントに２０立方メートルというわけでは

ないんですけれども、従量料金の区分で一番対象が

多い使用水量１１から２０立方メートルの使用に

つきましては、全体の約２５％ということになって

います。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） ありがとうございます。以上

になります。 

○委員長（清水  寛） ほかありますか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） お疲れさまです。 

 まず、情勢ですけど、１１月、１２月とコロナが

小康状態でした。しかし、また毎日２万５，０００

人を超えるというような状況になってます。要望書

の中には、コロナが収束するまで延期してほしいと

いうような要望があったと思います。日本が収束ぎ

みになっても、世界ではやってたら、やっぱり収束

にはなかなかならないのかなと、まだ一定期間かか

るんじゃないかと思います。そういう状況を受けて、

当初は、１２月議会で採決を得て、４月からの施行

という予定だったと思いますけども、要望も出てま

すし、今の情勢見て、その辺り、再検討必要なんじ

ゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 河本部長。 

○上下水道部長（河本 行正） おっしゃるとおり、

今、オミクロンということで大変置き換わって、す

ごいスピードで、管内でも、この豊岡保健所の管内

でも、ご存じのように十数名とかいう感染者の、感

染された方も出ております。その辺で、ただ、前回

といいますか、前の山とはまた、非常に重症化率と

か、いろいろなことで議論はされておりますので、

その辺も含めながら、動向を注視しながら、市長と

相談いたしまして、その件については継続して常に

考えていきたいなというふうには思っております。

ただ、今ここで、じゃあ、どうということでの判断

は少しできないかなというような状況であるなと

いうふうには思っております。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 西田委員が質問されてた中で、

市民へ説明、周知のところですけども、見てみまし

たら、公営企業審議会の答申ですか、そこにも付帯

意見の中に、もちろん期日のことも付帯意見あった

と思うんですけど、適切な時期にと。それからもう

一つ、使用者の理解を得られるよう、十分な説明を

行うことという付帯意見もありますよね。その点で、

今まで、説明会、参加者が少なかったじゃないかと

か、パブリックコメントも５件、そういうようなこ

とを質問した際に、やはり自信持って十分な説明し

ましたというふうにはなかなか答えられてないと

思うんですよ。やっぱりこの点が継続審査になった

理由でもあると思いますし、僕は思うんですけど、

その点について、これまでの質問と同じような内容

ですけど、いかがでしょう。 

○委員長（清水  寛） 河本部長。 

○上下水道部長（河本 行正） そこに周知というこ

とであるんですけども、市民の皆さんに、当然こう

いうふうになりますという説明会はさせていただ

きました。結果、あまりおいでにはならなかったと

いうことで、あと、ホームページ等でそこのところ

はアップさせていただいて、そこ、そちらを見てい
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ただくというところもコロナ禍での対応というこ

とでやりました。 

 周知なんですけれども、ご決定いただいて、こう

なりますよということでお知らせするっていうの

も、これもまた大事な周知だと思ってまして、その

件については、原案どおりでしたら、可決いただい

て、３か月間、毎回、広報等で周知とかを考えてお

りましたけども、現実的には、この４月１日に適用

というのは難しいような状況ですけども、一応ご決

定いただいた後の周知、これはもうしっかりとやっ

ていきたいなというふうに考えております。以上で

ございます。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 決まる前の説明というのがや

っぱり僕は必要だと思うんです。 

 さっきの最初の今の情勢とも絡めていえば、そう

ですね、現状はやっぱりまだ生活や営業への支援が

必要な時期で、今、こういう状況の中で引上げ、料

金の引上げを行うというのはもう情勢に逆行して

ると思いますし、こういう状況だから、インターネ

ットを利用せざるを得ないというか、たくさんの参

加を呼びかけることもできなかったいう理由もあ

るでしょうし、この今の時期にこの引上げというの

は、僕は、一旦もう引き下げるとか、再検討してい

ただきたいと思っております。 

 そうですね、あと、これまでから、いずれにせよ、

改修ですとか、企業債１１０億円あるんですよね、

それ返していかないといけない費用が足らないと

いうのは確かなことだと思います。一般会計からの

繰入れができないかということを提案してきまし

た。公営企業法ですか、地方公営企業法１７条の付

近を少し丁寧には読めてないですけど、読んだら、

繰り入れできないできないという書き方じゃなく

て、結構、できるできるという書き方が、こういう

場合はできる、こういう場合はできると、ご存じだ

と思いますけど、そのようなふうに僕は読みました。

まあ、災害復旧、その他、特別の理由による必要が

ある場合は、地方自治体の一般会計から補助するこ

とができる。１８条では、出資、地方公共団体の一

般会計から公営企業の会計に出資することができ

るというのもありますし、それから、１７条の２の

ところでは、能率的な経営を行っても、なおその経

営に伴う収入、料金ですね、料金をもって充てるこ

とが客観的に困難で、認められる場合、この地方自

治体の考えで充てることができると、そういうふう

に、普通に読んだらできるできるって記述になって

るなと思うんですよ。検討していただきたいと、再

度ですけども、思いますが、いかがでしょう。 

○委員長（清水  寛） 河本部長。 

○上下水道部長（河本 行正） 基本的にできるって

書いてあることが、具体的な内容はまた後に答えま

すけども、ありますので、それができればやるんで

すけども、そこのところには、今現在の状況とかは

当てはまってないなというふうな判断をしており

ます。そういうことで、そこのところを書いてある

からということで、ずっとこう検討っていうわけで

はなくて、その具体例というのは示されてますので、

そういったことでちょっと今から答えますけども、

お聞きください。よろしいでしょうか。 

○委員長（清水  寛） はい。 

 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 今、部長がお答えまし

たとおり、今までも１００％できないという説明を

してきたつもりはありません。一般会計から繰り出

しをいただける部分っていうのは当然あります。そ

れが経費の負担の原則ということで決められてま

して、一般会計が負担すべきものは、今までも、こ

れからも頂くつもりでいますし、水道事業で負担し

なければいけない部分は水道料金で賄うと、そうい

った考えはこれからも変わりませんので、経費の負

担の原則を超える部分、例えば料金の値上げできな

いから、その分に対して一般会計からもらうと、そ

ういったようなことについては予定をしてないと

いう説明をしてきたとおりで、今後もその考えは基

本的には変わりません。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 僕も法律の条文にそんな、い

いんですけど、ただ、この法律によって繰入れがで
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きないと説明されてたと思うんで、これは、普通に

読んだら、こういう場合できる、こういう場合はで

きるという記述もありますよということが言いた

かったんで、取りあえず終わります。 

○委員長（清水  寛） ほかありますか。 

 西田委員。 

○委員（西田  真） また何点か質問させていただ

きたいと思います。 

 今回、０．５％ね、０．５％が適当ということで

判断されたわけですけど、この資産維持率、総括原

価プラス資産維持費、この５パターンあるんですけ

ど、０．２５％、０．５％、０．７５％、１．０％、

また、日本水道協会が標準と示している率３％、こ

れは途方もない高い利率でありますけど、この５パ

ターンの中で０．５％を選んだ根拠をお知らせいた

だきたいと思います。５年間で１３．５億円の赤字

ということの逆算でこの０．５％を検討して、提案

されとるかどうかの話であります。ちなみに２０１

１年度の改定時のパターンは０．２５％ということ

でありましたので、その辺お聞かせいただければと

思います。 

 そして、もう１点であります。先ほど、私も企業

債の償還の話をさせていただいたんですけども、こ

の１００億円からの企業債の償還、これは利率をも

っと下げるような話を要望してくださいというこ

ともお願いしたんですけど、この企業債、１００億

円からある企業債の完済の時期、そういうめどが立

っているかどうかということであります。今回、５

年間で企業債償還を５０．９億円ぐらいを見込んで

おられるということではありますけど、企業債を借

りていかなければ、運営ができないということもお

聞きをしておりますので、その辺の見込みをちょっ

とお知らせいただければと思います。以上です。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 資産維持率につきまし

ては、おっしゃいますとおり、５パターンで検討を

行ってまいりました。そこで企業債の償還用の資金

の確保と使用者の方の負担増のバランスを考慮し

まして、年０．５％が適当であると判断をしたとこ

ろでございます。 

 また、企業債の償還年次の話でございますが、昨

年度、令和２年度末に残っている企業債につきまし

ては、令和２８年度、２０４６年でございますが、

そちらに完済の予定でございます。しかしながら、

今後も適切な借入れを行わないと、事業が進めてい

けませんので、現地点では、企業債の償還完了する

という見込みはございません。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 企業債を返還、今のやつの見

込みはあっても、ずっと企業債を借りなければ、水

道事業自体が運営できないということでありまし

ょうけど、これは、ちなみに一番少ない想定は、ど

れぐらいを借りていかなければ、水道事業そのもん

が運営できないという見込みでこれからもやって

いこうと思われているのか、その辺の金額提示をお

願いしたいと思います。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 現在は、建設改良の事

業費の約半分を上限として借入れをする予定で見

込みを立てております。以上です。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） その金額提示をお願いしたい

と思います。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） まず、金額につきまし

ては、事業費が年度ごとにばらつきがありますので

一定額ではございませんが、料金算定期間でいきま

すと、来年度の、２０２２年度が４億１００万円で、

その次、２０２３年度が６億１，０００万円、２０

２４年度が５億９，０００万円、２０２５が７億７，

２００万円、２０２６が４億２，７００万円という

ことになっています。以上です。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） この企業債はもう、言い方は

悪いんですけど、永遠に借り続けなければ、水道事

業が成り立たないという意味合いに聞こえてくる

んですけど、そういう考えでよろしいんでしょうか。

それとも、徐々に、年々減っていって、最終的には
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完済と、あとは自主運営ができると、そういうこと

で将来的な展望もお持ちでしょうか、いかがでしょ

うか。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 現行の料金水準では、

予定しています建設改良費が賄えませんので、それ

と、今回、資産維持費を５．５億円、５年間にお願

いするわけでございますが、その５．５億円の使途

といいますのが、企業債の償還に充てる予定として

います。この５年間、企業債の償還金は約５０．９

億円という中で、今回の資産維持費を５．５億円と

いうことで、企業債を全て返したとしても、残り４

５億円程度を料金収入等で返していく必要がござ

いますので、その分、今後の施設の更新、再構築す

る資金が減っているということになりますので、少

なくともこの分については企業債を借りていかな

ければならないということになろうかと思います

が、それでも、できるだけ企業債の残高を減らすよ

うな借入れの仕方を考えてますので、ぎりぎり、あ

まり過大な借入れをせずに、何とかできるだけ少な

い借入額でやっていけるように将来の予定も見込

んでいます。事業費のほう、建設改良費のほうも、

できるだけいっときに工事費が集中しないように、

資産の状況ですとか、そちらを見ながら、適切な維

持管理を行いながら事業費のほうも平準化してい

きながら、企業債の借入額をできるだけ抑えていっ

て、将来的には、企業債の残高がゼロになるってい

うところは近い将来は難しい、なかなか難しいとこ

ろでありますので、できるだけ減らしていきながら

事業を進めていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） ぜひそういう方向でやってい

ただきたいと思いますし、将来世代に企業債あたり

の大きな借金が残ることがないような運営の仕方

をぜひ検討していただきたいと思っております。 

 そして、今回、基本料金と従量料金の割合を見直

すわけでありますけど、豊岡市と似たような類似団

体の基本料金と従量料金の比較はどのような感じ

であるんでしょうか、お知らせいただきたいと思い

ます。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 基本料金と従量料金の

割合といいますと、実際のところは、ほかの団体の

状況は把握していません。というのが、料金表等で

分かるものではありませんので、実際、例えば決算

をつくってみて、それぞれの団体で分析してみてと

いうことになりますので、実際のところは分かりま

せんけども、資料でもお渡しはしていますけども、

県内の基本料金と料金総収入に占める割合という

のを出してますが、現在のところは県内４０団体中、

下のほうから、真ん中よりも低いぐらいになってい

ます。上から３３番目ということになっていますが、

この数字は、基本水量制を採用している団体も含め

たものですので、純粋に基本料金だけの比較をした

ものではございませんので、その辺りはご理解いた

だいた上で見ていただけたらと思います。以上です。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 県下４１市町あるわけであり

ますけど、今回の料金改正をした後、した場合なん

ですけど、これは４１市町のうち、どれぐらいなと

ころに来るんでしょうか。（「それは基本料金がで

すか」と呼ぶ者あり）そうです。（「割合がという

ことですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 今回、改定を認めてい

ただけましたら、基本料金の割合が総収入の３分の

１程度になるように設定をさせていただくという

ことでしていますので、おおむね少し上がって、二

十六、七番目ぐらいになるかと思いますが、今比較

しているのが、令和２年４月１日現在の料金表で各

団体をしていますので、もしかしたら、また今後、

料金改定をされる団体もあろうかと思いますので、

あくまで２０２０年度４月１日現在で比較します

と、上から二十六、七番目辺りになろうかと思いま

す。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） ちなみに、一番高い自治体と

一番安い自治体、この表、県下４１市町の中で比較



 9 

して、どういう状況下にあるか、お知らせをいただ

きたいと思います。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 先ほども申しましたと

おり、基本水量制、こちらが例えば基本料金の中に、

例えば１０立方メートルまで使っても同じですと

いうような基本水量制を採用しているとこもあり

ますので、一概に基本料金だけを比較したものでは

ございませんけども、それをご理解いただいた上で

いきますと、佐用町が基本料金の割合が６３．５％、

播磨町が１６％ということになっています。以上で

ございます。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） ありがとうございました。 

 最後に、私からですけど、老朽管の更新を毎年、

３億円から４億円ぐらいされておるわけですけど、

豊岡市域７００平方キロ弱あるんですけど、これの

管路延長、そして、毎年３億円から４億円ぐらいな

管路の更新に使っとられるわけですけど、その場所

によって当然金額も変わるんでしょうけど、この３

億円から４億円、毎年計上されているやつの距離数

ですね、それを提示していただきたいと思います。

豊岡市域の管路延長と毎年、３億円から４億円、管

路の更新を使っておられる距離の提示をお願いし

たいと思います。 

 そして、この管路延長が千何百キロぐらいでした

かね、ちょっとうろ覚えですけど、それを将来的に

交換していくと思われるんですけど、これは終わり

はないぐらいな距離だと思いますけど、その辺も含

めて回答をお願いしたいと思います。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 管路延長、総延長といた

しましては１，０４２キロ程度ございます。現在、

管路更新、老朽管の更新として整備させていただき

ますのが、各年度の予算でいきますと、近年の分で、

２０１８年に約６キロです、２０１９年度３．８キ

ロ、２０２０年度４，３キロとなっております。単

純に計算いたしますと、１００年あっても工事でき

ませんよというふうな格好になろうかなというふ

うに思っております。延々と更新はかけていかなあ

かんという格好です。 

 現在、老朽管と言われてるのは、４０年を経過、

耐用年数４０年とさせていただいておりまして、こ

れは法的な耐用年数となっております。豊岡市は、

おおむね１．５倍の６０年、これを耐用年数と見よ

うというふうにしておりますけども、現在、老朽管

としてやっていくものは、４０年を過ぎたもの、ま

たは４０年前後のものから、あと漏水事故の多いと

ころ、少し新しくても事故の多いところについては

更新をかけさせていただいております。主には塩ビ

管の更新をかけておりまして、塩ビ管とダクタイル

でいったら、実際的にダクタイルのほうが耐用年数

的には、実質耐用年数としては長いであろうという

ふうにも考えておりまして、その辺は状況を見なが

ら更新をかけていく、に努めてまいるというふうに

考えております。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） かなりの距離がありますんで、

本当に延々と交換をしていかなければならないと

思っておりますし、そして、塩ビ管のほうで最近は

されてるということですけど、これは耐震のほうは

大丈夫なんですか、そして、昔から何か悪い管、ア

スベスト的なもんの管もあったような感じで聞い

とるんですけど、まあ、今はそんなことないと思い

ますけど、そういうような管が残っとるということ

はないんでしょうか、また建物も含めて、アスベス

トが残っておるような建物があるのかどうか、あれ

ば、早急にそれは改善していかなければ当然あかん

わけでありますけど、その辺も含めてお示しをいた

だきたいと思います。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） まず管のほうからです。

いわゆる石綿管というものがまだ実際残っており

ます。今年度も数百、２００メートル程度ですかね、

更新をかけさせていただいたというところで、あと

定点的な短い距離での分なので、大がかり的な更新

事業ということではなく、修繕的な形で更新をして

いかなくちゃいけないかなというふうなところも
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考えております。 

 管につきましては、塩ビ管の分で耐震性というと

ころでは、いわゆる最近、最近というですか、ゴム

の継ぎ手の分は耐震として認められている部分が

ありますけども、古い分はのりづけといいまして、

接着でやっている分、これについては耐震性はない

ということになろうかと思います。 

 あと、給水管の分でも鉛管、鉛の管での給水、特

にメーターの前後に使ってる分が多いんですけど

も、その分も健康被害がということが言われてる分

もありまして、その辺につきましても、今年度、老

朽管更新と併せて、いけるところを更新かけてとい

う格好になっています。あと、給水管については、

場所が不明ということもかなりございますので、そ

の辺はいろいろな資料を見ながら、確認をしていき

たいというふうに考えております。 

 それから、近年の更新管では、塩ビ管から配水用

ポリエチレン管というものがありまして、ポリエチ

レンの管なんですけども、それについては、耐震性

を有しておるということで、塩ビ管を使わずに、こ

ういった耐震用のポリエチレン管、また、口径が大

きくなってくるところはダクタイルの耐震性管と

いうものを使用するようにしております。 

 それから、あと施設でのアスベストにつきまして

は、承知しているところではないというところでご

ざいます。以上です。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） アスベストのほうが残ってる

建物がないということを聞いて、ちょっと安心をし

ておるところでありますけど、まだまだ古い建物も

ありますので、その辺がもしあった場合、見つかっ

た場合は早急に撤去のほうをお願いしたいと思っ

ております。 

 そして、ポリエチレン管、ちょっと私初めて聞く

んですけど、そういうので耐震性もあるというとこ

ろでありますけど、そして、今はほとんどが塩ビ管

だとは私は思っとるんですけど、そういうのでポリ

エチレン管のほうに順次更新をされていくという

ことでありましたけど、２００メーター今、何って

言われました、ちょっと危なっかしい管、２００メ

ーター交換されたと……（「石綿管ですね」と呼ぶ

者あり）石綿管、その石綿管はまだまだ残っており

ますのか、それは不明というところもあるとかいう

ふうなこともお聞きしたんですけど、どれぐらい残

っとって、どれぐらいな年数で交換を完了される予

定でありましょうか。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 石綿管につきましては、

承知してる範囲は８００メートルぐらいだったと

思います。ちょっと手元に資料ございませんが、数

年前まで約１キロ余りあったと思います。今年度、

更新かけていましたんで、およそ８００メートル程

度かなというふうに思います。それにつきましては、

便宜上残してるところもあるというか、それループ

管、ループになっておりまして、もう切ってしまお

うかと、ループ、もう行き止まりになってしまいま

すけども、そこはもう止めてしまって、管の更新じ

ゃなくて廃止にしていけるかなというところもあ

ったり、短い区間での分なので、その辺は大きな影

響も出てきますので、その辺はまた周辺の更新時期

を見ながら、合わせてやりたいなというところも思

っているとこがございます。そういったところで、

早々にというところは現在のところなく、今後の修

繕、更新等々をにらみながら、更新していきたいな

というふうに思っておるとこです。 

○委員長（清水  寛） 西田委員。 

○委員（西田  真） 石綿管のほうが残り８００メ

ーターぐらいとお聞きしたんですけど、その辺は順

次というようなスピード感で、その辺の安全性とか、

その辺も含めて大丈夫なんでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 順次更新と合わせてやっ

ていきたいというふうに思います。（「安全性も大

丈夫なんですか」と呼ぶ者あり）安全性も含めたと

ころで計画していきたいというふうに考えてます。 

○委員（西田  真） 以上です。 

○委員長（清水  寛） ほかありますか。 

 荒木委員。 
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○委員（荒木慎大郎） 追加で２点ほどお聞きします。 

 改定時期を見直すことが難しいというところを

言われているかと思うんですけれども、どういった

面で、費用の面だったりとかをもうちょっと詳しく

教えていただけないかなと思います。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 改定時期の見直しって

いいますか、今回は、４月１日からの適用というこ

とで上げさせていただいてまして、この改定時期を

延ばせば延ばすほど、予定していた料金収入がなく

なるということになりますので、その分は必然的に

将来の世代への負担の先送りということになるか

と思います。以上でございます。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） 料金が今、収入が見込めない

ところがあるかなと思うんですけれども、半年で幾

らぐらいが見込めないだったりとか、そういったと

ころっていうのは算出はされてるんでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 今回の料金の改定とし

て値上げをお願いする額というのは５年間で１３．

５億円ということですので、単純にそれを５で割る

と、１年間で２億７，０００万円、それを１２で割

ると、一月換算では２，２５０万円ということにな

りますので、実際の水の使用というのは月々ばらつ

きがありますけども、単純にその１３．５億円から

計算しますと、一月が２，２５０万円程度というこ

とになると思います。以上です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） ５年間での計画だと思うんで

すけれども、もう全然その余白といいますか、予備

費というかは全くない状態でしょうかね。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） ５年間全く料金改定を

しないとして考えますと、先ほど言いました１３．

５億円が確保できないということになります。以上

です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） ありがとうございます。 

 もう１点なんですけれども、説明会のほうで、各

地域で説明はされたと思うんですけれども、全体で

８０名ほどの参加者しかおられない中で十分な理

解が得られたっていうこと言われたわけなんです

けれども、十分な理解を得られなかった範囲と得ら

れた範囲のその、要は人数的なものとかいった基準

とかっていうのは何か決められてたりはしたんで

しょうかね。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 十分な機会というか、出

席していただいた方にはおおむねご理解いただけ

たのかなというふうなことでお話しさせていただ

けたというふうに思っております。 

 あと、出席者につきましては、数につきましては、

想定よりも大分少なくはあったんですけども、前回

が各会場３０名程度来ていただいておりましたん

で、その程度は来ていただけるのかなというふうな

思いをしながらさせていただいたというところで、

数がどれだけあったら満足かというところは考え

ているとこではございません。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） 大体今、豊岡市の人口、７万

８，０００人ぐらいいる中で、８７名の方だけに説

明したっていうので、ちょっと十分な理解が得られ

たっていうのはちょっと、あまりにもちょっと雑な

評価なのかなと思ってしまいかねないなと思って

おります。特にこういったコロナ禍で現地の参加が

難しい方ももちろんおられますし、その日程、城崎

だったり、竹野だったり、日高だったりっていうの

も、各日にちが１日しかない中で、なかなか仕事の

都合でも参加ができない方っていうのが多くおら

れたのではないかなと思ったりします。 

 こういったときにオンラインの活用というのも

しっかり検討されてもいいのではないかなと思い

まして、これから値上げに向かって、もう１回説明

会っていうのは検討はされてないでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 河本部長。 

○上下水道部長（河本 行正） この水道のこの実態

が、人口減少等で非常に料金収入が少なくて、経営
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のほうが苦しくなっているという状況で、そのこと

を、それと老朽管というのの対応、それから耐震性

ということで値上げが必要ですということを言っ

とるんですけども、なかなかこれを市民の皆さんに

個々に何会場も使ってやっても、やっぱり事業のほ

うの報告を市民の皆さんに丁寧にしておるわけで

はございませんので、大変ややこしい企業会計です

ので、やっぱりそこは議会のほうにご説明をして、

ご理解をいただいてというふうなスタンスは基本

だと思ってます。 

 ただ、どういう意見が出るのかということで会場

を設定して、ご意見は聞きます。ただ、それが、我々

も全てのことを網羅してといいますか、それがご意

見ですとはもうとっても思ってやしません、全然思

ってやしません、そのことは。ただ、できることは

やるということで、今年もずっと審議会もコロナ禍

の中で開いていただいて、５年先、先ほども答弁し

てましたけども、５年先っていうことの中でしか、

料金を設定させていただけません。これを１０年、

２０年盛り込んで、ちょっと上げときましょうかな

んてことはできませんので、やはり真摯にその５年

に対しての必要な経費や何かを見込んで改定して

いってということで、大変ボリュームの分厚い説明

資料になって、逆に市民の皆さんに、それでご理解

していただけたんかなんていっていうことも到底

思ってやしません。ただ、そこはそこでやっておい

て、議会のほうでご審議を賜るのに一生懸命、そこ

は議会のほうに説明をさせていただいてというこ

とで、最終的にはご決定をいただくと、そういうふ

うなスタンスでおりますので、特段これから先、市

民説明会を軸足に置いて、そこでの理解を得られた

から改定というふうな方向では考えておりません。

あくまでも議会制民主主義というような格好の、形

の中で進めさせていただけたらなというふうに思

っております。以上です。（「補足」と呼ぶ者あり） 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） 少し補足させていただ

きます。 

 今回の改定につきましては、議会のほうで決定い

ただきますと、使用者の方へはホームページや広報

のほかに、２か月に１回、検針を回っていますので、

その際に水道使用料のお知らせを皆さんにお配り

をしています。それに併せて、今回、改定の内容等

をお知らせしたチラシといいますか、紙をそれぞれ

全使用者の方にお配りしたいと考えていますので、

その辺りでも周知はできるかとは考えてます。以上

です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） 少し提案のような形になって

しまうんですけれども、豊岡市の公式のユーチュー

ブがあります。登録者数はそれも３，０００人ちょ

っと超えてる状態なんです。それで、例えばライブ

の配信を市民に向けてされるっていうのは一つの

策ではないのかなと。やはりなかなか若い世代だっ

たり、一般市民の方が議会を傍聴したりだったりと

か、それを見るっていうのは、あまりにもちょっと

現実から離れてることではないのかなと思って、本

当に豊岡市民の未来を見据えて料金を上げるって

いうことであれば、本当の意味で理解が得られるの

が普通ではないのかなと思うので、そういったこと

も検討はしていただけないでしょうか。 

○委員長（清水  寛） 河本部長。 

○上下水道部長（河本 行正） もうこういう時代で

すので、当然そのことは検討していかなければなら

ないなというふうに思っています。ただ、ちょっと

今回の改定に関しましては、答申をいただいてから

４月に向けての作業の中で、どうしてもタイトな時

間でしたので、ちょっとつくり込みはおっしゃると

おりできてませんでしたので、今後の広報を進める

上では、そのことは当然、もうこういうコロナ禍で

すので、しっかりと考えていきたいなというふうに

思っております。以上です。 

○委員長（清水  寛） 荒木委員。 

○委員（荒木慎大郎） ぜひともそちらを検討してい

ただいて、例えば仮に５年後、もう一度見直しであ

ったり、改定があるときに、本当に市民の目線に立

った広報の活動というのをしていただきたいなと

思います。以上です。 
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○委員長（清水  寛） ほかはありますか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 時間もちょうど、ちょうどと

いうか、１時間１０分ほどたってますんで、質問も

そろそろあれかなと思って、私からはちょっと２点

ほど質問させていただきたいと思います。 

 こういう形で上水道料金が改定されたのは１０

年ぶりということで、市民の方の中には、前回、５

年前は下水道だけ上げて、今回、上水道、１０年ぶ

りということで、致し方ないのかなという声も聞く

反面、やっぱりこの今のコロナでどうしても収入が

減って大変な中、何とか措置をしてほしいという形

で要望が出て、こういう形で今回、委員会のほうで

こういう形をさせていただいたわけなんですけど

も、先ほど、本来、昨年、料金を値上げする予定だ

ったのを見送ったことに対しての広報がやってな

かったということを言われたんですけども、いずれ

にしても、しっかりとその辺広報してほしかったな

というのがまず一つあって、値上げについて１年間

延長をされたということなんですけども、今回の豊

岡市の公営企業審議会での答申ではその分は織り

込み済みだったのか、また、今後、例えば延期する

場合ですね、これから延期する場合の予定額みたい

なのの差ですね、金額の差、そういうふうなものは

どういうふうに考えておられるのか、ちょっと１点

まずお聞きしたいと思います。 

○委員長（清水  寛） 和田参事。 

○水道課参事（和田 哲也） まず、広報の点につき

ましては、先ほど課長が説明したとおりでございま

すので、今となったら、ある程度の広報をしておけ

ば、その１年後、今回改定となりますっていうのも

改めて皆さんに知っておいていただけたのかなと

いうことで、ちょっと今さらながらではありますが、

おっしゃいますとおり、広報しておけばよかったか

なとは考えています。 

 次に、その１年間の分を今回見込んでいるかとい

うことでございますが、まず、説明をさせていただ

いてますように、今回の料金改定につきましては、

来年からの５年間の分を、この５年間の料金算定、

費用に対して必要な収入を計算しています。という

ことで、前回の１年間検討を延期して、算定期間で

はなくなりましたので、算定期間でなくなった２０

２１年度のものについては、今回の改定の分の計算

には含んでおりません。要するに含んでないという

ことでして、以上です。 

○委員長（清水  寛） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 今日頂いた資料の中、これ、

説明会の資料と同じです。ここにもあるように、県

内の中では豊岡市の料金というのは、比較的安いと

いうか、中間より後ろのほうであったので、そうい

った意味では、本当に先ほども言いましたように、

日高の区長さんのある方に聞いたんですけど、説明

会にも行かなかったのは、要は市に任せているとい

う形で行けへんかったというのもあるし、それから

引き落としの分があるので、なかなか自分でどんだ

け使ってるかっていうのはなかなかふだんあまり

分からない、そういった形の中で、今回値上げにし

ても、先ほど言いましたように、致し方ないという

方もある反面、やっぱり企業の方とか、例えば温泉

関係、こういった方の今、このコロナの状況をしっ

かり検討していただいて、ぜひ延期という形の、こ

ういう形になっております。 

 最後ですけども、あと１点、答申された水道料金

について、公共料金によらず、生活困窮者等の配慮

ですね。それから、新型コロナウイルスの感染症に

よる経済的影響を受けた使用者等の支援が、今後、

必要になってくるとは思うんですけれども、それに

対して、別の施策によって、例えば臨時的な対応策

なんかを検討することに関しましては、市としては

考えておられるのかどうか、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 生活困窮者であったり、

経済での打撃受けた方っていうのは、直接水道では

その方を特定することはできない状態になります。

そういったことを受けまして、水道事業では、そう

いった方に対してどうこうできない、事業としても

できないということがあろうかなというふうに思
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っております。 

 そういった中での措置として、支援が必要な方に

対しては、水道料金以外の部分ということになりま

すと、水道事業としてどうこうすることじゃなくて、

一般会計などでしてもらうべきかなというふうな

ことを思っております。補助金でも、年度、あるい

は年末に国のほうからの施策等で給付金等も出さ

れておりますので、そういった形で、水道事業以外

でのことで支援をしていただくというふうなこと

になろうかなと考えております。 

○委員長（清水  寛） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 言われることも分かります。

確かに水道料金だけでは分からないところがある

と思うんですけど、逆に大変で支払いできないって

いうことに対して、例えば市に対して言ってこられ

たときに、その辺は対応はどうなのかなというのは

ありますか。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 水道事業として、そうい

った方の取組といたしましては、支払い猶予という

ことで、支払いを、取りあえず３か月猶予しましょ

うということにさせていただいております。ただ、

単純に支払い猶予ですので、またその先に支払いと

いうふうになるんですけども、その支払いの仕方に

つきましても、事情を個々にお話しさせていただい

て、分納であるとかということでそれぞれ個々の対

応もさせていただいとるところです。 

 また、下水道料金のほうにつきましては、生活保

護受給者につきましては減免措置ということも上

下水道部としてはさせていただくということにな

ります。 

○委員（竹中  理） 分かりました。 

○委員長（清水  寛） 石田委員。 

○委員（石田  清） 和田さんのほうからありまし

た、今、料金を引き延ばし、改定を引き延ばしすれ

ば、将来の世代に負担を回すことになるんだという

話なんですけれども、通常なら分かるんです。けど

も、今、現役世代があっぷあっぷしてるときにそれ

を言われると、どうなのかなと。何かいつものとお

りのしんどい水道の話が出てきてるなというふう

にも思うんで、そこら辺はちょっと考え直していた

だきたいなというふうに思います。 

 それから、もう一つ、谷垣課長のほうからありま

した、水道代のことは、料金の分割払い、支払いの

延期みたいなことしかできないということだった

んですが、ちょっと私の調べました資料で、去年の

ことだったと思うんですけれども、養父市が基本料

金の全額を５か月分減免しました。朝来市が基本料

金の全額を３か月分減免しました。誰がどういう状

態であるかっていうときには、分からないときでも

あるんですけれども、こうやって福祉型いいますか

ね、個々の事情をあまり勘案せずに、全体として落

ち込んでるんだという、そんな中で、積極的に打っ

て出るというようなものをやっているところがあ

ります。ありますが、これもどうするかっていうの

はこれからの話になるんでしょうが、あまりにも今

までの通常の社会状態を見て、こうしかできないん

だという話はちょっと私には理解できないと思い

ます。以上です。これは質問ではありません、意見

です。何か感想があったら言ってください。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 豊岡市以外の県下市町で

もたくさんの事業体が、昨年度、３か月から５か月、

６か月の基本料金であったり、従量料金を含めたと

ころで減免をした状況でございます。それにつきま

しても、ほとんどの事業体が、いわゆる交付金を一

般会計から頂いて、減免する。または、県水を使っ

てるので、県水がそういった措置をした自治体に対

しては、県水の費用について減免しますというふう

なことがあったので、それぞれが減免されてるとい

うところが多くあろうかなというふうに思ってお

ります。 

 豊岡市の場合は、議会でもあったかと思いますけ

ども、前市長の時代になるんですけども、そういっ

た一般会計から数千万円、数億円のお金をばらまく

んじゃなくて、その分を特定の事業をもって、Ｇｏ

Ｔｏイートだったかな、いうふうな形で広く市民の

ところに、浅く行くんではなく、特定のところに事
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業としてまた還元がなされるような形での事業を

豊岡市が行うということでご理解いただけたらな

というふうに思います。 

○委員長（清水  寛） 石田委員。 

○委員（石田  清） むしろそういう形があればい

いんですけれど、水道はやってないと思うんですけ

れど、じゃあ、一般会計のほうで、私は１１月、説

明を受けたときからずっとそのことを言い続けて

たと思うんですけども、何か検討されましたか、一

般会計のほうで何かそういうことを検討されまし

たか。水道から聞くのは、ただできない、できない、

できない。じゃあ、今聞きましたけども、一般会計

からの繰入れ、やるんだったら繰入れでやったはず

だということですが、一般会計のほうで、じゃあ、

生活困窮者をどう助けようかという、この水道料金

も含めてどう考えようかという検討されたんです

か。 

○委員長（清水  寛） 谷垣課長。 

○水道課長（谷垣 康広） 昨年度ですね、県下がそ

ういった減免の措置を行うといったときに、豊岡市

はどうしようかというところで、一般会計のほうと

も協議をして、一般会計側はそういった広くするん

じゃなくて、ＧｏＴｏなど、ちょっとほかの事例出

てきませんけども、そういった形で、そういった集

中の仕方をして支援をするという方向にするため

に、水道での繰り出しをしないと。だから、水道も

減免しないということでさせていただきました。 

○委員長（清水  寛） 石田委員。 

○委員（石田  清） 私が納得するとすれば、いや、

一般会計のほうではこういう措置をするんだとい

う、もしもいい案があれば、それはそれで納得する

んですけども、それもない。じゃあ、今度、水道料

金を上げるんだから、関連性として水道料金の減免

しようじゃないかという話と、むしろそんなことで

あれば、一般会計のほうできめ細かくやったほうが

いいと、そういう案があれば、非常にありがたいん

ですけども、今のところ、そっちは知りません、で、

水道料金も減免できません。養父市にしても、朝来

市にしても、給水条例の規定一緒なんですよね、そ

の中でやっとるわけで、それをどういうふうに支援

しようかと、もっと集中的にその人その人の事情に

応じてということがあれば、納得するところもある

んですけども、それは、まだ何もしてません、水道

料金の減免もすべきじゃないと、一般会計からの繰

入れはしませんというような話ばかりで、どうする

のかと。 

 ちょっと、例えばこれを要望書が出てるように、

先送りしたとしても、改定を先送りしたとしても、

このようなコロナの状況ですから、いつまたピーク

がやってくるかも分かんないと。そのときに対応で

きるような形を取っておかないと、ただの先送りじ

ゃ、どうしようもないと思いますので、それに対応

できるような考え方を取れるかどうか。まあ、市長

は、市長はそのときはそのときで、きちんと市長が

やるんだというふうな対応されてましたけども、答

えをされてましたけれども、どうやって検討してる

んだと。今のところはただ、とにかく改定を、これ

を認めろと、これ認めなかったら、将来への先送り

になるという話ばかりですよね。今の世代が困って

るわけですから、これをどうしようかっていう話を

していかないと、とても延期したところで、また同

じ話が始まるかもしれないというふうに思います

ので、私としてはそこら辺を一番懸念します。以上

です。 

○委員長（清水  寛） 河本部長。 

○上下水道部長（河本 行正） 去年の段階は、水道

として施策をこうっていう、減免はしないけども、

ただ、改定時期が来ていたのを見送ったということ

で、それはそれなりに、コロナがどういったもんか

っていうのが分からない、明けて、おととし、え、

去年の３月か。（「２年です」と呼ぶ者あり）去年。

（「２０年３月」と呼ぶ者あり）２０年３月。おと

としの３月か。（「はい」と呼ぶ者あり）そういう

決断をしまして、ちょっと広報が足らなかったんで、

そのことはというふうなことで、これは次回からは

善処させていただきたいと思うんですけれども、や

った事実というのはございます。 

 それで、委員おっしゃることなんですけども、
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我々もやっぱり上下水道をしっかり守っていく人

間ですので、全体的なコロナ対策いうのは本庁の各

部署、優秀なスタッフのほうで上げて、補正予算な

りなんなりを随時臨時会等で上げさせていただい

ております。それがコロナ対策ということですので、

我々としてましては、まず衛生面、そういったもん

の根幹に関わるこの上水道、水道事業を何とか守り

抜きたいと、それが使命であるというふうに考えて

おりますので、そこの経営をちょっと目をつぶって

でも、浅く広くまいてしまって、結果、何か払える

方も払わずにということで、借金だけが積み残って

いくというのは問題であろうなということで、ここ

は届けんなあかんところは届けるような施策を市

全体として打っていくと。水道のほうは、ここは、

心苦しいんですけども、１年待たせてもらって、決

められたスパンだけしか算定ができませんので、そ

の算定をさせていただきたい、それを料金のほうに

具体化させていただきたいというのが本望でした。

いろいろと全体を見る目と個別にこの水道事業を

見る目とはまた違ってきますので、そこのところは

市長以下、全体で折り合いをつけながら、提案等を

させていただきたいというふうに思っております

ので、どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（清水  寛） 石田委員。 

○委員（石田  清） 分かりましたけども、この水

道料金の減免ということにも象徴されるような一

律のという形があるかもしれませんけども、今、部

長が言われたようなことができれば一番いいんで

す。まあ、今日聞かせてもらいたかったのは、いい

アイデア持っておられるのかなということを聞か

せてもらったんですけれども、そのことはよく検討

いただきながら、議会の皆さんが判断されるまでに

はイメージだけでもちょっと示してほしいなとい

うふうに、この前の質問の中では、生活扶助とかい

うような話も出ましたけども、全体的にどういう傾

向にあるんだと、一般物価が上がるのと一緒に公共

料金が上がるというような今の状態がありますん

で、その中でどういうふうなやり方が一番いいのか

と。５００円、ただの５００円と言われる方もおら

れましたけども、５００円あったら１日過ごせます

から、よく考えていただきたいなとむしろ逆に提案

いただきたいなというふうに思いますけれども。以

上です。 

○委員長（清水  寛） よろしいか。 

 それでは、質疑を、時間にもなりましたので、打

ち切ります。 

 本日の委員会は、質疑応答のみにとどめたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 それでは、２、その他に入ります。 

 この際、委員の皆さん、当局の皆さんから特にご

発言はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） ないようですので、以上を

もちまして建設経済委員会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

午後２時５９分閉会 

──────────────────── 


